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インターネットセミナー

郡山法人会のホームページから無料でセミナーがご覧いただけます

http://www.koriyama-hojinkai.or.jp

● 新型コロナウイルスに関するセミナーも視聴できます ●
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税のミニ通信 株主名簿と名義株について

法 人 こ お り や ま 第516号（3）      令和3年6月1日

東北税理士会郡山支部/税理士　橋本 智誉恵

Ｑ． 株主名簿とは、何ですか？法人税「別表二」とは、違いますか？
Ａ． 会社法第121条に、株主名簿に記載しなければならない事項が次のように定められています。
① 株主の氏名（名称）及び住所
② ①の株主が有する株式の数
③ ①の株主が株式を取得した日
④ 株券が発行されているときは株券の番号
一方、法人税「別表二」は同族会社かどうか判定するための表ですので、③と④は書かれていませんし、
全ての株主が記載されているとは限りません。

 

Ｑ． 株主名簿を備えておかないと何かデメリットはありますか？
Ａ． 株主から株主名簿の閲覧請求や交付請求された場合に、これに応じられないばかりでなく、会社法第
976条により、代表者は100万円以下の過料に処せられます。
　また、登記申請をするにあたり一定の場合、「株主リスト」（株主総会議事録の添付書類）や「株主名簿」
の添付が必要となります。

 

Ｑ． 名義株とは何ですか？
Ａ． 平成２年の商法改正までは会社を設立する際に７名以上の発起人が必要でした。しかし、実際に出資者を
集めることが難しいケースもあり、親族や従業員から名義を借用することもあったようです。
　このような名義株について、最高裁判所は昭和42年11月17日判決により実際に出資した人を株主で
あるとしています。しかし、名義株であることを証明することは難しく、株主総会議事録に名義株主の株
式数が出席株式数に記載されていたり、配当を受け取ったりしていれば問題は複雑になります。

 

Ｑ． 名義株を解消するにはどうしたら良いですか？
Ａ． まず、正しい株主名簿を作成し、会社設立時から現在までの株主を把握します（譲渡や相続が発生してい
ないか）。

　次に、株式の取得代金を出したのは誰か、それを証明する方法はあるかを確認します。そして、名義株
がある場合、その解消について名義株主の協力が得られるか、そもそも名義株主の所在が分かっている
かを調べます。所在が分からない場合、会社法による競売・任意
売却、または、中小企業における経営の承継の円滑化に関する
法律による買い取りを検討します。
　これらの手続きには、法務・税務の両面からの検討が必要で
すので、専門家に相談されることをお勧めします。
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　5月26日、郡山ビューホテルアネックスにおいて、
女性部会報告会を開催した。
　小林裕子部会長が進行し、①令和2年度の事業経
過報告並びに収支決算について、②令和3年度事業
計画並びに収支予算について、③役員任期満了につ
き改選について、上程議案とおり承認され、小林部会
長が再任された。

　　　　　報告会開催　　　　　報告会開催

小林裕子 部会長女性部会 報告会

新型コロナウイルス中小企業に関連する施策等リンク集 >>>
【リンク先URL】http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/links/covid19-links.html

女性部会

　5月27日、郡山ビューホテルアネックスにおいて、
青年部会報告会を開催した。
　議事では、①令和2年度の事業経過報告並びに収
支決算について、②令和3年度事業計画並びに収支
予算について、③役員任期満了につき改選につい
て、上程議案とおり承認された。役員改選では、齊藤
邦昭部会長が退任し、髙橋由美子氏（副部会長）が部
会長に選任された。

　　　　　報告会開催　　　　　報告会開催

髙橋由美子 新部会長青年部会 報告会

三春支部 報告会田村支部 報告会

青年部会

　令和2年度事業が終了し、各支部報告会がそれぞ
れ開催された。
　報告会では、①令和2年度の事業経過報告並びに
収支決算について、②令和3年度事業計画並びに収
支予算について、③役員任期満了につき改選につい
て、上程議案とおり承認された。
　また、報告会に先立ち、消費税のインボイス制度に
ついて税務研修会を行った。郡山税務署法人課税部門統括官を講師に迎え、制度の概要及び留意点を学んだ。

田村・三春支部 報告会開催田村・三春支部 報告会開催
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第1回 理事会開催第1回 理事会開催
　5月21日、令和3年度第1回理事会を郡山ビューホテルアネックスで開催した。初めに伊野勝彦会長、郡山税務署
小笠原署長よりご挨拶をいただき議事へ入った。
　議事では、①令和2年度収支決算承認、②理事及び監事の任期満了に伴う改選、③優良経理担当者、会員拡大功
労者、経営者大型保障制度受託会社職員功労者及び役員功労者表彰承認、④通常総会招集について、それぞれ事
務局より説明を行い異議なく承認さ
れた。また、令和2年度の事業経過の
報告があり、最後に福利厚生制度受
託会社（大同生命、AIG損保、アフ
ラック）より推進進捗状況について
報告があった。

租税教室 開催中租税教室 開催中
　先月に引き続き青年部会、女性部会による租税教室
を開催している。
　租税教室は、社会生活における税の役割や大切さに
ついて考えることとともに、身近な税に対する理解を
深めてもらうことを目的に開催しており、5月は郡山
税務署管内の小学校6年生を対象に青年部会、女性
部会合わせて10校で実施した。

小笠原忠 署長挨拶をする伊野勝彦 会長第1回 理事会

富田小学校 芳賀小学校 宮城小学校 守山小学校

朝日が丘小学校 芦沢小学校 行健小学校 常葉小学校

赤木小学校 安積第一小学校


